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主題設定の理由

　２０１６年７月，選挙権年齢が１８歳に引き下げられて初めての国政選挙が行われた。その７月１０日の参議院選挙で

は，約２４０万人の１８，１９歳に新たに選挙権が与えられたとされる。メディアでも高校生の主権者教育はたびたび取

り上げられていた。中学校でも３年生での歴史学習から公民学習において，社会参画や主権者意識を学ぶ機会が

設けられている。彼・彼女らも３年後には，選挙権を得て，投票行動にかかわることになる。このことは自らが

政治にかかわり社会をつくっていくことを意味する。一方，本校の子どもたちの姿を見ると，指示されたこと，

言われたことはまじめに取り組める子たちが多い。しかし，積極的に他者と意見を交換し考えを深めることや自

分の意見を発信することはあまりできていない。また，自らが主権者であるという意識もまだ高くないように見

受けられる。今年度で義務教育を終了する彼・彼女らの中には，すぐに社会人として生活することになる生徒も
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出てくる可能性がある。私は，これまでよりも若い年齢で選挙権を手にすることになった彼らに「自分たちが社

会をつくっていくのだ」という意識をもって卒業していってほしい。そこで，主題を「主権者意識への関心を高

める社会科授業」とした。

研 究 の 目 標

　子どもたちが主権者意識への関心を高めるケースは以下のようなときであると考えた。

　・自分たちの理想とする社会をイメージできたとき。

　・自分の意見がまわりに認められたとき。

　・自分たちの意見・行動が現代の社会や未来の社会に影響していくことを感じたとき。

　・自分たちが発信しなければ，自分たちは社会に流されてしまう存在であると感じたとき。

　・自分たちが未来の社会をつくっていけると感じたとき。

　これらのことから，私は，社会科公民的分野の授業において，現代社会に関する知識の定着にとどまらず，「わ

たしたちが社会をつくっていく主権者なんだ」と実感できる授業を目標に研究に取り組むことにした。

研 究 の 仮 説

　上述した目標を達成する手だてとして，次のような仮説を設定する。

 

研究の計画と方法

　仮説で示した「未来構築型の社会科授業」とは，現代社会に関心をもたせ，未来を考える課題解決型の話し合

い活動を活用するものであり，図１のように描く。図の上から，実践区分を定める→それに対しての目標を設定

する→目標に対して評価の方法を設定する。

このように目標と評価方法を定めたうえで，

授業の具体的な指導計画案へと進む。指導

計画においては，活動１～４を組み合わせ

ることによって目標達成を目指す。本研究

で行う実践計画は下記のとおりである。

１　本授業実践区分　「これからの人権

保障」

２　単元目標の設定

（１）　社会の変化とともに人権の考え

方が変化することについて，具体的

公民的分野の学習において，「未来構築型の社会科授業」を積み重ねていけば，主権者としての意思決定能力，

ひいては，生き方形成力・社会形成力を身に付けることができ，主権者意識への関心が高まるであろう。

図１　未来構築型の社会科授業の図式
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な事例を通して気付かせるとともに，社会の変化に伴って生じた人権上の新しい課題にはどのようなもの

があり，それらの解決がなぜ重要なのかを理解させる。

（２）　インターネットと人権との関係や人権保障の国際的な広がりなどについて，統計資料や新聞記事などを

適切に選択させ，現状と課題を読み取らせるとともに，その解決策について多面的・多角的に考えさせる。

（３）　話し合い活動などの学習活動を通して，個人の尊重と法の意義への関心を高めさせるとともに，社会の

形成者として，人権を守り育て，民主的な社会を創り上げようとする態度を育てる。

３　評価方法の設定

　評価方法は表１のとおりに設定した。

４　指導計画案の立案

　未来構築型の社会科授業に関して，表２のように指導計画案を立案した。

表１　評価の方法

社会的事象についての 
知識・理解資料活用の技能社会的な思考・判断・表現社会的事象への関心・ 

意欲・態度

社会の変化に伴って人権の
考え方が変化し，環境権や
プライバシーの権利などの
新しい人権が主張されるよ
うになってきたことについ
て，具体的な事例を通して
理解し，その知識を身に付
けている。

社会の変化に伴ってどのよ
うな人権上の課題が生じて
きたか，自分の学習に必要
な資料を適切に選択し読み
取り，短文や図表などにま
とめている。

社会の変化に伴って生じた
人権上の新しい課題につい
て，日本国憲法に基づいて
課題を見いだし，対立と合
意，効率と公正などの観点
から多面的・多角的に考察
し，意見交換をしたり，文
章にまとめたりしている。

人権をめぐる近年の動向に
ついて関心を高めるととも
に，現代社会における人権
上の諸課題について，社会
の形成者としての立場から
関心をもち，自ら人権を守
り育て，民主的な社会を創
り上げようとする態度が見
られる。

表２　指導計画案

単元名　中３公民的分野　「これからの人権保障」

おもな学習活動授業時数

「社会の変化に伴う新しい人権を考えよう　１」
・環境権や自己決定権といった産業や科学技術の発展に伴い意識されてきた新しい人権を知る。
・臓器提供についての自分の意思を理由とともに考える。
・考えた意思と理由をグループ内で発表しあう。
・グループ内で出た意見をクラスに紹介する。

１

第１次 「社会の変化に伴う新しい人権を考えよう　２」
・知る権利やプライバシーの権利といった情報化の進展に伴う新しい人権を知る。
・ネット社会の問題点を人権の視点から見つけだし，クラスで発表する。
・見つけ出した問題に対する対策を考える。
・考えた対策をグループ内で発表しあう。
・グループ内で出た意見を踏まえた上で自分の意見を再考する。

２

「グローバル社会における人権保障を考えよう　１」
・人権保障の国際的な広がりを知る。
・シリア内戦に伴う文化財の破壊や人権侵害の事例を知る。
・シリアの問題について①日本は何をすべきか②そのために主権者として私たちには何ができるかを考える。

３

第２次
「グローバル社会における人権保障を考えよう　２」
・前回考えた①と②をグループ内で発表しあう。
・グループ内で出た意見をクラスに紹介する。
・クラスで紹介された意見を踏まえた上で自分の意見を再考する。

４
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研究の実践と考察

１　意思決定能力，生き方形成力・社会形成力の定義

　私たちはさまざまな局面において意思決定を行っている。課題をつかみ，課題解決の情報を取捨選択し，自分

なりの解決策を見出す。さらに，さまざまな意見を比較することで価値を判断しながら，考えを再考し，最終的

に自分の意見を決定していく。この能力を「意思決定能力」とする。この力は主権者に必要な力であり，どのよ

うに生きたいかという視点から自分の生き方を形づくっていく「生き方形成力」や，主権者としてどのような社

会をつくっていきたいかという「社会形成力」にも通じる重要な能力と考える。

２　授業構成の工夫

　指導計画案にもとづき，授業を実践した。基本的な授業構成は図２のとおりに設定した。

（１）　課題提示の工夫

　主権者意識への関心を高めるためには，社会的事象へ関心をもつこと

が必要である。そのため，授業への参加度を高めることで，社会的事象

への関心が高まるのではないかと考えた。そこで，課題の提示におい

ては画像・動画といった視聴覚資料やＩＣＴを活用することで，視覚

にうったえ，課題への興味をもたせるようにした。

（２）　個人思考の時間確保

　授業において意思疎通能力・価値判断能力を伸ばすためには，相互

に意見を述べ合う活動を行うことが大切であると考えた。さらに，充実

した活動とするためには，一人ひとりに「解決策」や「疑問」をもた

せて話し合い活動に参加させることが必要である。そのために，課題

に対して「個人思考の時間」を設けて相互活動への準備段階とした。

（３）　少人数による相互活動

　意思疎通能力の基本は「話す力」，「聞く力」，「読む力」と考える。話し手は「話す」行為の中で，自分の考え・

意見を伝えるために既習の知識・技能を使って話し方を工夫する。聞き手も，話し手と同様に大切な役割をもつ。

聞き手が何気なく聞いているだけでは，意見の一方通行になってしまい，意思疎通は成立しない。聞き手が「自

分と相手の共通点・相違点を意識して聞く」，「疑問点は何度でも聞き返す」ことができて，はじめて意思疎通が

成立する。そして，話し手・聞き手両者は場の雰囲気・空気を読むことも必要となる。話す機会・聞く機会を増

やすために，少人数での相互活動は有効である。目的に応じて二人組みの活動，班の活動を行うこととする。

（４）　全体での発表・話し合い

　班での話し合いの結果は代表者が発表する。必要に応じて班員が補助する。発表者は他の班との同異に気を付

けて発表する。

図２　話し合い活動を取り入れた授業
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３　授業実践

　実践１において，まず個人調べでグローバル社会や人権保障のための国際的な取り組みを調べさせた。全員，

何らかの取り組みを見つけることができた。

次に，自分の調べたことを隣同士で確認し

あった。そこで，全体に発表させ，人権保障

が国際的に広がっていることに気付かせた。

次に，筆者がかつて訪れた際のシリアの写真

と当時自分が体験した話を紹介した。その後，

筆者も訪れたその場所が空爆で破壊されたこ

とを伝え，続けて，画像や動画などの視聴覚

資料を用いて，シリア内戦の経緯，文化財の

破壊行為，拷問・虐待・少年兵など人権の破

壊行為（人権侵害），難民などの現状を紹介し

た。そして，シリア内戦に関する課題を提示

し，個人思考により，個人の考えをプリント

に記入させた。

　実践２では，導入において，イドリブにて

空爆により学校が被害にあったというシリア

内戦に関する新聞記事を紹介し，前時に記入

したプリントをもとに，課題と自分の考えを

再確認した。そのうえで，班で自分の考えを

発表させた後，班の代表者に班で出た意見を

クラス全体に発表させた。Ｑ①については，

物資の提供，医療支援，難民の受け入れ，何

もすべきでないという意見など，Ｑ②につい

ては，募金，署名，ボランティア活動，ネッ

トで配信，この問題を取り上げる議員に投票

するなどが出された。これらの発表を受け，

個人思考で自分の意見を再考させた。全員記

入することができたが，再考することで当初

の意見をより具体的にできたもの，自分の意

見を変えて他者の意見に賛同するもの，他者

の意見をもとに改めて自分の意見を書けるも

のなどがみられた。

図３　実践１指導案

図４　実践２指導案
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４　授業の考察

　はじめに，筆者が実際にシリアを訪れた際の画像や話を紹介し，さらに「学校」という自分たちが今学んでい

るような施設がシリアでは爆撃を受けているという事実を加えて，現在のシリアの話を紹介したことで，生徒ら

は興味をもち，意欲的に取り組むことができた。また，「シリアは国際人権規約の締約国でもある」ことを紹介し

たところ，現実とのギャップから人権保障の難しさに気付く生徒もいた。

　今回の課題では，これまでに学んできた基本的人権の保障とからめて，国のとるべき方針を考えさせてから，

自分に何ができるかを考えさせた。そのため，多くの生徒が主権者としての手だてを考えることができた。なか

には，「主権者としてってどういう意味ですか」と質問する生徒もおり，主権者という言葉の意味をしっかりと確

認した上で課題に取り組みたいという姿勢が認められた。班での話し合い活動では班員の発表に対して，「それっ

てどういうこと」などと質問するシーンも見受けられ，班での活動が意思疎通能力を学びあう場所になっている

と感じた。さらに，全体での発表では，「物資を提供する」という意見に対して，前時に内戦の経緯として紹介し

たアサド派・反アサド派・イスラム国の三つ巴の戦いを想定して，「シリアは内戦で大きく三つのグループに分か

れていたよね？」と助言したところ，「欧米が支援している反アサド派へ」，あるいは「どこかを選ぶと日本が攻

撃されるかも」といった声も上がり，具体的に考えることができるものもいた。

成 果 と 課 題

　今回授業を実践している３年生は，１年時に地理的分野において西アジア地域を学習した。その際，生徒に西

アジアの国のイメージをたずねると，産油国のイメージをあげた生徒は多かった。しかし，西アジアの国として

シリアを挙げる生徒はまったくおらず，「シリアの話＝遠い国の話＝他人事」と捉えがちである。そのためか，当

初「日本が何をすべきかなんてわからない」といっていた生徒もいた。そこで「もし日本がこのようになってし

まったらどうする？」，「どんなことをしてもらったらうれしいな，ありがたいなと思うかな」というような，人

権の基本である「相手の立場にたって思いやること」につながる助言をすることによって，「あ，そうか～」と声

図５　授業の様子と使用した資料の一部
左上：プリント　　　　　　　　中央上：新聞記事を投影（イドリブの学校空爆被害）
左下：話し合い活動の様子　　　中央下：破壊される文化財の資料　　　右：シリアの町が変化した資料
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を上げ，国に採用して欲しい手だてを考えることができた。全体での発表では，事前の班活動において，各自が

意見を述べることができたため，代表者も自信を持って全体に発表することができた。主権者意識という点では，

「選挙」，「投票」，「議員」，「立候補」，「デモ」，「署名」，「安倍さんに声を届けたい」といった政治活動と結びつけ

て考えられる子もいた。それらの意見を聞くことによって，別の意見を持っていた子も，自分の意見を再考する

際に，「投票したい」や「選挙に行きたい」など政治に関する行動を書いた子も多く出てきた。これらのことか

ら，図１に示した活動１～４を利用することで，少しずつ意思決定能力，生き方形成力，社会形成力が身に付い

てきたようである。それらの力によって，人権保障や思いやりについての意識を高められたとともに，主権者意

識への関心も高められたと考えられる。

　ただ，課題に対する個人活動で各自の意見を書いた際には，「政治方針の決定に参画する」というよりも，「募

金する」などの個人的な活動を中心に考える生徒も多かった。ほかにも，「政治家や政府にしっかりして欲しい」と

いう感想も書かれ，まだ自分たちがこれからの社会や国をつくっていくのだという意識が低いものもいた。引き

続き関心を高められるような授業を実施したい。

　また，教師の質問により具体例を考えて意見を深めさせることはできたが，生徒同士の質問で意見を深めさせ

ることができなかった。次の新学習指導要領でもうたわれるであろう「主体的な学び」という点については，他

者の意見をしっかり聞き，生徒自身がお互いに質問し，各自の意見が深められるような展開が求められると感じ

た。今後はそういった点を実現できるよう努力していきたい。
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は編集等でお力添えいただいた。ここに挙げた方々・組織の方々をはじめ，私を育ててくださったすべての皆様に感謝申し上
げる。
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